
再犯防止の課題

犯罪や非行をした人の中には、仕事や住居がない・高齢・

障がいがあるなどの様々な「生きづらさ」を抱えてい

る人がおり、地域社会に戻っても、必要な支援を受けられ
ずに孤立し、再犯に至ってしまうことがあります。

鹿児島では、検察庁、刑務所、少年鑑別所、保護観察所
などが一体になって、必要な施策を進めているよ☆

各機関は再犯防止のために何をしているのかな？
具体的に裏面で見てみよう！

再犯防止のために

刑法犯検挙者のうち約半数が再犯者となっており、犯罪の繰り返しをいかに防止

するかが重要となっています。

犯罪や非行をした人の中には、仕事や住居がない・高齢・障がい

があるなどの様々な「生きづらさ」を抱えている人がおり、

地域社会に戻っても、必要な支援を受けられずに孤立し、再犯に
至ってしまうことがあります。

【お問合せ】

鹿児島地方検察庁（刑事政策推進担当） 鹿児島市山下町13番10号 TEL:099-226-0611

鹿児島刑務所（矯正処遇部門（調査・支援））鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733番地 TEL:0995-75-2025

鹿児島少年鑑別所（鑑別部門）鹿児島市唐湊3丁目3番5号 TEL:099-254-3347

鹿児島保護観察所（企画調整課）鹿児島市山下町13番10号 TEL:099-226-1556

法務省 再犯防止検索

再犯防止についてもっと知りたい方は

検挙者数（人）

再犯者率
４６．２％ 再犯者率（％）

（令和７年版犯罪白書）
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公式マスコットキャ
ラクター
「ももジャン」
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全部執行猶予

罰金等

☆コレワーク九州による就労支援
コレワーク九州では協力雇用主の方か
らの相談、雇用に関する情報提供、雇
用支援セミナー、個別相談会を随時実
施しています！

刑事手続の流れと
再犯防止の取組

法務省では、犯罪をした人が社会の中で安定した生活を送れるように、福祉
機関や地域の皆様の協力を得ながら、切れ目のない支援に取り組んでいます

刑務所

事件を捜査した後、起訴・不起訴等の処分決定をします。

その際、今後の生活支援等が必要な人を、社会福祉機関や保護観察所等につ

なぐ橋渡し支援を行っています！

保護観察所

地方公共団体
(福祉担当窓口)

社会福祉機関
・地域生活定着支援
センター

・地域包括支援
センター

・社会福祉協議会
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←   詳しくはこちらから →
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☆法務少年支援センターの活動
「少年鑑別所」内に設置され、未成年の非行
問題だけでなく、親子関係、職場・学校での
問題、成人の方の犯罪行為等の相談、研修・
講演、その他相談内容に合わせてお受けして
います。

出所（院）後、地域社会から孤立して、再び犯罪をすることのないように、

更生を促し、再犯を防ぐよう取り組んでいます。

犯罪や非行をした人を地域の社会福祉機関や支援センターにつなげる支援

をして、安全・安心な地域社会、共生社会の実現を目指しています。

←  詳しくはこちらから →

更生保護のマスコットキャラクター
更生ペンギンの「ホゴちゃん」＆「サラちゃん」

犯罪のない幸福で明るい社会を願うシンボル
「幸福の黄色い羽根」

☆保護観察所による地域援助
地域住民や関係機関・団体の皆様から
の相談に応じ、保護観察官の専門的知
識を活用した支援を行っています。

☆社会を明るくする運動
犯罪や非行のない明るい社会を目指す
全国的な運動です。
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